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◇
報
告
さ
れ
た
事
項

○
西
条
市
・
東
予
市
・
丹
原
町
・

小
松
町
合
併
協
議
会
設
置
に
至

る
ま
で
の
経
緯

平
成
12
年
度
に
お
け
る
愛
媛
県

市
町
村
合
併
推
進
要
綱
が
制
定
さ

れ
合
併
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
た
こ

と
に
始
ま
り
、
各
市
町
に
お
け
る

合
併
に
関
す
る
取
り
組
み
や
新
居

浜
市
長
、
西
条
市
長
、
東
予
市
長
、

丹
原
町
長
、
小
松
町
長
が
参
加
し

た
３
市
２
町
の
ト
ッ
プ
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
の
経
緯
、
２
市
２
町
の
首
長

会
議
、
準
備
会
の
設
置
な
ど
、
合

併
協
議
会
発
足
に
向
け
て
の
取
り

組
み
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

○
合
併
協
議
会
規
約
の
報
告

▽
協
議
会
の
協
議
事
項
は
、
合

併
問
題
に
関
わ
る
調
査
研
究
に

関
す
る
事
項
、
新
市
建
設
計
画

の
策
定
に
関
す
る
事
項
、
合
併

に
関
す
る
基
本
的
事
項
で
あ
る

こ
と
。

▽
協
議
会
委
員
の
構
成
は
、
４

市
町
の
長
及
び
助
役
、
４
市
町

の
議
会
の
議
長
、
４
市
町
の
議

会
が
選
出
す
る
議
員
各
１
名
、

４
市
町
の
長
が
選
出
し
た
学
識

経
験
者
各
３
名
と
４
市
町
の
長

が
協
議
し
て
選
任
し
た
西
条
地

方
局
長
の
29
名
で
構
成
さ
れ
る

こ
と
。

な
ど
を
定
め
た
協
議
会
規
約
の

内
容
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

○
合
併
協
議
会
規
約
に
関
す
る

協
議
書
に
つ
い
て
報
告

△
役
員
と
し
て
、
会
長
は
伊
藤

西
条
市
長
、
副
会
長
は
青
野

東
予
市
長
、渡
部
丹
原
町
長
、

塩
出
小
松
町
長
と
し
た
。
会

長
の
職
務
代
理
者
は
塩
出
小

松
町
長
が
努
め
る
こ
と
と
し

た
。

△
協
議
会
に
要
す
る
費
用
は
、

４
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す

る
こ
と
と
し
、
全
体
額
の
10

分
の
３
を
均
等
割
り
で
、
残

り
の
10
分
の
７
を
人
口
割
で

積
算
す
る
こ
と
と
し
た
。

△
監
査
委
員
に
は
、
東
予
市
監
　

査
委
員
　
竹
形
静
雄
氏
と
丹

原
町
監
査
委
員
　
越
智
實
一

氏
に
委
嘱
し
た
こ
と
。

な
ど
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

○
合
併
協
議
会
幹
事
会
規
程
等
の
　

規
定
に
つ
い
て
報
告

幹
事
会
、
専
門
部
会
、
事
務
局

を
運
営
す
る
た
め
の
規
程
、
財

務
処
理
を
行
う
た
め
の
規
程
等

が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

◇
議
決
さ
れ
た
事
項

①
　
議
案
第
１
号
　
合
併
協
議
会

会
議
運
営
規
程
に
つ
い
て

会
議
を
原
則
と
し
て
公
開
す
る

こ
と
を
基
本
に
、
傍
聴
や
会
議
録

の
公
開
を
定
め
た
会
議
運
営
規
程

が
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

②
　
議
案
第
２
号
　
平
成
14
年
度

事
業
計
画
（
案
）
に
つ
い
て

平
成
14
年
度
事
業
計
画
に
つ
い

て
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

《
平
成
14
年
度
事
業
計
画
》

・
　
新
市
建
設
計
画
の
策
定
準
備

・
　
合
併
協
定
項
目
の
協
議
準
備

・
　
行
財
政
現
況
調
査
及
び
事
務

事
実
業
態
調
査
の
実
施

・
　
法
定
協
議
会
設
置
に
関
す
る

諸
準
備

・
　
協
議
会
、
幹
事
会
及
び
専
門

部
会
等
の
開
催

・
　
協
議
会
だ
よ
り
の
発
行
及
び

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
に
よ

る
情
報
の
提
供

・
　
先
進
事
例
等
の
資
料
･
情
報

の
収
集
及
び
調
査
･
研
究

・
　
そ
の
他
合
併
に
関
す
る
必
要

事
項

③
　
議
案
第
３
号
　
合
併
協
議
会

歳
入
歳
出
予
算
（
案
）
に
つ

い
て

平
成
14
年
度
歳
入
歳
出
予
算
そ
　

れ
ぞ
れ
１
、
５
０
０
万
円
１
千
円

が
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

▽
主
な
歳
入
予
算

・
負
担
金
　
　
１
、
５
０
０
万
円

・
雑
入
　
　
　
　
　
　
　
１
千
円

▽
主
な
歳
出
予
算

・
会
議
費
　
　
１
、
１
４
７
千
円

・
事
務
費
　
１
２
、
７
４
１
千
円

・
事
業
費
　
　
　
　
８
５
９
千
円

・
予
備
費
　
　
　
　
２
５
４
千
円

◇
そ
の
他
の
協
議
事
項

第
２
回
会
議
以
降
の
開
催
日
時
等

に
つ
い
て
、
協
議
し
ま
し
た
。

合
併
協
議
会
と
は
、
合
併
を
し
よ

う
と
す
る
市
町
村
が
、
合
併
を
す
る

こ
と
の
是
非
も
含
め
、
合
併
の
た
め

の
諸
条
件
（
例
え
ば
、
新
し
い
市
の

名
前
、
新
し
い
事
務
所
の
位
置
、
職

員
等
の
身
分
や
各
種
福
祉
制
度
の
取

り
扱
い
）
を
協
議
し
、
合
併
後
の
新

し
い
ま
ち
づ
く
り
の
将
来
構
想
と
な

る
「
新
市
建
設
計
画
」
を
策
定
す
る

た
め
に
設
置
さ
れ
る
協
議
会
（
地
方

自
治
法
第
２
５
２
条
の
２
第
１
項
）

で
す
。

任
意
の
合
併
協
議
会
は
、
文
字
ど

お
り
任
意
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
、

法
定
の
協
議
会
の
設
立
に
向
け
て
の

準
備
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

法
定
の
合
併
協
議
会
の
設
置
に
あ

た
っ
て
は
、
自
治
法
上
の
手
続
き
が

必
要
で
、
関
係
市
町
の
議
会
の
議
決

を
経
て
、
規
約
等
を
定
め
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

合
併
協
議
会
に
は
、
合
併
に
関
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
協
議
を
し

て
い
た
だ
く
た
め
に
、
各
市
町
か
ら

市
町
の
首
長
、
助
役
、
議
会
の
代
表

を
は
じ
め
、
学
識
経
験
者
と
し
て
各

市
町
そ
れ
ぞ
れ
３
名
の
民
間
の
方
々

と
西
条
地
方
局
長
に
委
員
と
し
て
参

加
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。（
３

ペ
ー
ジ
に
委
員
名
簿
）


